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平成１７年度 「道路ふれあい月間」

道路の安全・道路の正しい利用・道路の愛護

道路整備事業への協力を広く一般国民にお知

らせする月間

記 者 発 表 資 料

８月１日（月）から８月３１日（水）までの１ヶ月間は 「道路ふれあい月間」、

に基づく諸行事を執り行います。

、 、 、月間中は 安全で快適な道路環境を保持するため 交通安全施設等の点検と整備

道路の正しい利用と道路愛護思想の徹底をはかり、道路を常に広く、美しく、安全

に利用する気運を高めることを目的として各種の取り組みを実施します。

道路は、私たちの毎日の生活を支える欠くことの出来ない基本的な社会資本です

が、あまりにも身近な存在である為、その重要性が見過ごされがちです。

この「道路ふれあい月間」を契機に再び道路について考える場を提起します。

又、国土交通省においても道路に関する広報を戦略的・重点的に実施していく為

本年度の「道路ふれあい月間」関連行事（別紙１参照）につきまして、下記の考え

に基づいて実施致しますので、何卒皆様の御理解・御協力を御願い致します。

①行事参加者の、道路に対する理解を深めてもらうことを目的とします。

②行事参加者のみならず、国民に幅広く「道路ふれあい月間」について知っても

らえる様、マスメディアとのタイアップ等による広報活動を実施します。
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